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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
試 料 を 載 置 す る ス テ ー ジ と 、 前 記 ス テ ー ジ を 上 下 移 動 さ せ る た め に 顕 微 鏡 本 体 の 両 側 面 に
設 け ら れ た 焦 準 ハ ン ド ル と 、 前 記 試 料 の 光 学 像 を 結 像 す る 光 学 系 と 、 駆 動 部 の 制 御 を 行 う
た め に 前 記 顕 微 鏡 本 体 の 下 方 に 設 け ら れ た ス イ ッ チ と を 有 す る 顕 微 鏡 に お い て 、
前 記 顕 微 鏡 本 体 の 前 面 に 、 複 数 の 前 記 ス イ ッ チ を 有 し 、 隣 り 合 う ２ つ の 前 記 ス イ ッ チ は 、
前 記 焦 準 ハ ン ド ル の 回 転 軸 に 対 し て 傾 斜 し て 配 置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 顕 微 鏡 。
【 請 求 項 ２ 】
複 数 の 前 記 ス イ ッ チ が 、 円 弧 上 に 配 置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 顕 微
鏡 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 駆 動 部 が 、 対 物 レ ン ズ の レ ボ ル バ で あ り 、 前 記 ス イ ッ チ に よ り 対 物 レ ン ズ 変 換 レ ボ ル
バ の 正 逆 回 転 が 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 顕 微 鏡 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 顕 微 鏡 本 体 の 正 面 か ら み て 、 前 記 レ ボ ル バ を 右 回 転 さ せ る ス イ ッ チ を 、 前 記 レ ボ ル バ
を 左 回 転 さ せ る ス イ ッ チ の 右 側 に 配 置 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 顕 微 鏡 。
【 請 求 項 ５ 】
対 物 レ ン ズ の 倍 率 を 上 げ る よ う に 前 記 レ ボ ル バ を 回 転 さ せ る 前 記 ス イ ッ チ を 、 前 記 対 物 レ
ン ズ の 倍 率 を 下 げ る よ う に 前 記 レ ボ ル バ を 回 転 さ せ る 前 記 ス イ ッ チ の 上 側 に 配 置 し た こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 又 は 請 求 項 ４ に 記 載 の 顕 微 鏡 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 顕 微 鏡 本 体 の 前 記 前 面 の 右 側 と 左 側 と の そ れ ぞ れ に 前 記 ス イ ッ チ を 配 置 し た こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 顕 微 鏡 。
【 請 求 項 ７ 】
一 方 の 前 記 焦 準 ハ ン ド ル 側 の 前 記 前 面 に 、 前 記 レ ボ ル バ を 回 転 さ せ る 前 記 ス イ ッ チ を 配 置
し 、 他 方 の 前 記 焦 準 ハ ン ド ル 側 の 前 記 前 面 に 対 応 し て 、 前 記 試 料 を 照 ら す 光 の 絞 り を 制 御
す る 前 記 ス イ ッ チ を 複 数 配 置 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 顕 微 鏡 。
【 請 求 項 ８ 】



少 な く と も ２ つ の 前 記 ス イ ッ チ を 、 前 記 前 面 に 対 し て 回 転 可 能 な 部 材 に 取 り 付 け 、 前 記 部
材 を 任 意 の 回 転 角 度 で 固 定 す る 固 定 手 段 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ７
の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 顕 微 鏡 。
【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】

【 請 求 項 １ １ 】

【 請 求 項 １ ２ 】
試 料 を 載 置 す る ス テ ー ジ と 、 前 記 ス テ ー ジ を 上 下 移 動 さ せ る た め に 顕 微 鏡 本 体 の 両 側 面 に
設 け ら れ た 焦 準 ハ ン ド ル と 、 前 記 試 料 の 光 学 像 を 結 像 す る 光 学 系 と 、 駆 動 部 の 制 御 を 行 う
た め に 前 記 顕 微 鏡 本 体 の 下 方 に 設 け ら れ た ス イ ッ チ と を 有 す る 顕 微 鏡 に お い て 、
前 記 顕 微 鏡 本 体 の 前 面 に 、 前 記 ス イ ッ チ の 接 点 を 複 数 配 置 し 、 隣 り 合 う ２ つ の 前 記 接 点 は
、 前 記 焦 準 ハ ン ド ル の 回 転 軸 に 対 し て 傾 斜 し て 配 置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 顕 微 鏡 。
【 請 求 項 １ ３ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】

試 料 を 載 置 す る ス テ ー ジ と 、 前 記 ス テ ー ジ を 上 下 移 動 さ せ る た
め に 顕 微 鏡 本 体 の 両 側 面 に 設 け ら れ た 焦 準 ハ ン ド ル と 、 前 記 試 料 の 光 学 像 を 結 像 す る 光 学
系 と 、 駆 動 部 の 制 御 を 行 う た め に 前 記 顕 微 鏡 本 体 の 下 方 に 設 け ら れ た ス イ ッ チ と を 有 す る
顕 微 鏡 に お い て 、 前 記 顕 微 鏡 本 体 の 前 面 に 、 前 記 ス イ ッ チ の 接 点 を 複 数 配 置 し 、 隣 り 合 う
２ つ の 前 記 接 点 は 、 前 記 焦 準 ハ ン ド ル の 回 転 軸 に 対 し て 傾 斜 し て 配 置 さ れ て い る こ と を 特
徴 と す る 顕 微 鏡 と し た 。
こ の 顕 微 鏡 で は 、 顕 微 鏡 本 体 の 下 部 の 前 面 に 設 け ら れ た ス イ ッ チ の 接 点 を 、 焦 準 ハ ン ド ル
の 回 転 軸 に 対 し て 傾 斜 し て 配 置 し て い る 。 こ の よ う に ス イ ッ チ の 接 点 を 配 置 す る と 、 焦 準
ハ ン ド ル に 手 を 添 え た 状 態 で 、 親 指 で ス イ ッ チ を 操 作 す る 際 に 、 １ つ の ス イ ッ チ を 押 し た
り 、 ス イ ッ チ を 切 り 替 え た 位 置 か ら 親 指 を 付 け 根 の 関 節 を 中 心 に し て 動 か す だ け で 、 他 の
ス イ ッ チ を 押 し た り 、 ス イ ッ チ を 切 り 替 え た り す る こ と が 可 能 に な る 。 な お 、 １ つ の ス イ
ッ チ が １ つ の 接 点 を 有 す る 場 合 に は 、 複 数 の ス イ ッ チ が 、 傾 斜 し て 配 置 さ れ る 。 ま た 、 多
接 点 ス イ ッ チ の 場 合 に は 、 １ つ の ス イ ッ チ が 、 複 数 の 接 点 が 傾 斜 配 置 さ れ る よ う に 配 置 さ
れ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
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前 記 顕 微 鏡 本 体 の 前 面 を 覆 う 前 面 パ ネ ル を 有 し 、 前 記 複 数 の ス イ ッ チ は 前 記 前 面 パ ネ ル 上
に 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 顕 微 鏡 。

前 記 前 面 パ ネ ル は 、 前 記 焦 準 ハ ン ド ル の 回 転 軸 に 対 し て 平 行 な 平 面 を 有 す る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ９ 記 載 の 顕 微 鏡 。

前 記 前 面 パ ネ ル は 、 前 記 焦 準 ハ ン ド ル の 回 転 軸 を 通 る 水 平 面 に 対 し て 傾 斜 し た 平 面 を 有 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ 乃 至 １ ０ 記 載 の 顕 微 鏡 。

顕 微 鏡 本 体 と 、
前 記 顕 微 鏡 本 体 に 設 け ら れ 、 試 料 が 載 置 さ れ る ス テ ー ジ と 、
前 記 ス テ ー ジ を 上 下 移 動 さ せ る た め に 顕 微 鏡 本 体 の 両 側 面 に 設 け ら れ た 焦 準 ハ ン ド ル と 、
前 記 試 料 の 光 学 像 を 結 像 す る 光 学 系 と 、
前 記 光 学 系 の 光 路 上 に 配 置 さ れ る 光 学 部 材 の 制 御 を 行 う 駆 動 部 と 、
前 記 顕 微 鏡 本 体 の ベ ー ス 部 前 面 に 設 け ら れ る 前 面 パ ネ ル と 、
前 記 前 面 パ ネ ル に 設 け ら れ 、 駆 動 部 の 制 御 を 行 う た め の 複 数 の ス イ ッ チ と 、
を 有 し 、
前 記 複 数 の ス イ ッ チ の う ち 、 互 い に 隣 り 合 う 少 な く と も ２ つ の 前 記 ス イ ッ チ を 結 ぶ 直 線 が
前 記 焦 準 ハ ン ド ル の 回 転 軸 に 対 し て 傾 斜 し て 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 顕 微 鏡 。

請 求 項 １ ２ に 係 る 発 明 は 、



【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
請 求 項 ７ に 記 載 し た 発 明 に よ れ ば 、 請 求 項 ６ に 記 載 し た 効 果 が 得 ら れ 、 特 に 、 顕 微 鏡 観 察
時 の 視 野 の 明 る さ を 手 元 の 操 作 で 制 御 す る こ と が 可 能 に な る 。
請 求 項 ８ に 記 載 し た 発 明 に よ れ ば 、 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ８ の い ず れ か に 記 載 し た 効 果 に 加
え 、 ２ つ 以 上 の ス イ ッ チ が 前 面 に 対 し て 回 転 可 能 に 構 成 さ れ て い る の で 、 そ の よ う な ス イ
ッ チ の 配 置 を 、 調 整 す る こ と が で き る 。 し た が っ て 、 観 察 者 の 手 の 大 き さ や 、 指 の 長 さ 、
姿 勢 の 違 い な ど に 適 応 し て ス イ ッ チ を 配 置 す る こ と が で き る の で 、 適 応 性 及 び 操 作 性 に 優
れ る 。

駆 動 部 を 駆 動 さ せ る 複 数 の ス イ ッ チ の 接 点 を 、 顕 微
鏡 本 体 の 下 方 の 前 面 に 配 置 し 、 隣 り 合 う ２ つ の ス イ ッ チ の 接 点 が 、 焦 準 ハ ン ド ル の 回 転 軸
に 対 し て 傾 斜 し て い る の で 、 焦 準 ハ ン ド ル に 手 を 添 え た 状 態 で 、 親 指 で ス イ ッ チ を 操 作 す
る 際 に 、 親 指 を 付 け 根 の 関 節 を 中 心 に し て 動 か す だ け で 、 ス イ ッ チ 操 作 を 行 う こ と が で き
る 。 し た が っ て 、 焦 準 用 の ハ ン ド ル か ら 手 を 殆 ど 動 か さ ず に ス イ ッ チ の 操 作 が 行 え る の で
、 無 理 の な い 操 作 で 、 ス イ ッ チ の 操 作 を 確 実 に 行 う こ と が で き る 。
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請 求 項 １ ２ に 記 載 し た 発 明 に よ れ ば 、
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